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嘱託医師及び協力医療機関と助産所との約束規定について  

● 約束規定あり 141か所  

● 約束規定なし151か所   

＊ 平成15年12月 前記（社）日本助産師会調べ  

約束規定の内容例  

緊急時の対応  

助産所で取り扱う薬剤の取り決め  

助産所で行う新生児の一般的処置  

助産所で行う検査項目   

医療機関における妊婦健診及び検査（健診時期、検査項目）  

転院後の助産所助産師の関わり  

妊産婦に関する情報交換  

妊産婦登録  

－3－   



約束規定のイメージ  

嘱託医との約束規定  

00助産院と嘱託医00との問に下記のように具体的な約束規定を設ける。  

1．妊娠初期の血液検査一般  

採血、検査結果の報告  

2．妊娠中期及び妊娠後期の妊矧建診  

採血、帯下の検査、結果の報告  

3．子宮緊満のある妊婦の場合  

4．救急処置  

1）出血の救急処置   

2）第一度会陰裂傷の処置   

3）救急時の妊産婦搬送に関して   

4）留意事項  

助産診断の結果、異常が予測される場合はなるべく早期に高次病院等へ依頼する。  

5．常備薬  

6．その他  

1）先天性代喜射異常検査について  

具体的には別紙により定める。  
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別紙  

主に薬剤、処置に関する指示  

子宮収縮不良時  収縮剤の筋肉注射または静脈注射  

薬剤名  マレイン酸エルゴメトリン   

輸液  

薬品名  5％糖液又は輸液用電解質   

抗生物質の内服薬  

薬品名  ペニシリン系抗生物質  

パセトシン、セプリン   

薬品名  ウテメリン内服薬   

薬品名  ビタミンK2シロップ   

薬品名  テラマイシン眼軟膏   

第一度程度の浅い会陰裂傷の縫合  

（カットグット使用）  

弛緩出血時  

破水時   

流産、早産予防に際して   

新生児の出血傾向予防薬   

新生児の出生直後の点眼薬   

臨時応急の処置  

00助産院において、上記薬品の使用ならびに臨時応急処置の実施を許可します。  

嘱託医 0 0  

実施する検査及び報告  

先天性代謝異常検査（助産院より直接検査機関へ提出）   

妊娠初期採血  HlV HC＞ ATLA HIV 血液型 トキソプラズマ  
風疹抗体 梅毒 クームス 末血一般  

妊娠中期採血   

妊娠中期帯下検査  

末血一般 血清鉄 止血機能   

GBS カンジダ トリコモナス MRSA その他一般細菌  
その他帯下が多いとの訴えがある場合適時検査提出報告   

妊娠32週前後で、腹緊の訴えがある場合  
陣痛開始して来院した妊婦に対して全員  

陣痛中必要時適時   

胎児の計測、胎盤の位置、羊水量、奇形などの確認  

NST検査  

超音波検査  

上記の検査について00助産院で実施、報告することを認めることを確認しました。  

嘱託医  0 0  
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00助産院と協力医療施設における医療に関する確認書  

00診療所 院 長  0000（以下甲と称す）  

00助産院 助産師  0000（以下乙と称す）   

1．乙において取り扱う妊産婦は正常な者に限り異常を認めた場合は、速やかに、医師の  
診察を受けさせる。   

2．乙における分娩において、個々のケースについては、適応の可否を甲に相談し、指示  

を受け、決定する。   

3．乙において、緊急医療処置が必要な場合は、甲の施設または、他の3次医療施設に搬  
送の照会を受ける。   

4．乙は甲の約束指示として、以下のことができる。   

＊緊急時の救命医療処置として   

（1）分娩時に出血が多い場合は、静脈ルート（5％Tz500ml又はラクテック500m  

l）による血管確保   

（2）子宮収縮不良時の収縮剤の筋肉注射又は静脈注射   

（3）母児への酸素投与   

（4）新生児仮死の場合の蘇生術（アンビューハック等の使用）   

（5）胎盤の用事剥離術の施行  

＊一般的な医療処置として   

（1）妊産婦の腹壁超音波による助産診断   

（2）前期破水又は、GBS（陽性）の場合における抗生剤点滴の実施   
（3）軽度の会陰裂傷の縫合   

（4）新生児の先天性代喜射異常の採血   

（5）新生児へのビタミンK2シロップの投与   

（6）新生児への抗生剤の点眼   

（7）臍帯血による新生児の血液型の判定  

上記に使用する薬剤については、甲より処方されたものを使用する。   

5．甲の医療施設で行う妊娠中の検査及び診察の時期と内容  
（1）妊娠10週前後の超音波検査と妊婦健診、妊娠初期一般血液検査  
（2）妊娠20週前後の妊婦検診、超音波検査などによる胎児異常、胎盤付着部異常、臍帯  

異常、羊水量などのチェック  

（3）妊娠30週前後の妊婦検診、超音波検査などによる胎児発育チェック、一般血液検査  
（4）妊娠35週での膣分泌物培養の検査   

6．乙は甲の助言を積極的に取り入れたうえで助産業務を行わなければならない。  

平成  年  月  日   

甲  

乙  
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の妊娠、出産、産祷の管理  助産所と00病院とは、患者  ’‘l  

に関して、．以下の契約を交わす。   

2。目的  
助産所を00病院が後方病院として支援し、当該助産所で管理する  

に、  助産所と00  の妊娠、出産の一連の経過が安全に終了するよう  
病院は協力する。   

3．契約内容   

1）患者登録  

00病院産婦人科を受診し、本契約を交わした患者を患者登録とする。  

2）患者登録の終了  

産裾1ケ月健吉多が終了した時点で、本契約は終了する。  

3）登録患者の当院への定期受診  

登録患者は、以下に定めるときに00病院産婦人科外来を受診し、必要な検  
査を受けなければならない。なお、中途より助産所を受診する妊婦は、その時  
点で00病院外来を受診すること。  

超音波検査、血液検査  

超音波検査、クラミジア、血液検査  

超音波検査  

①妊娠初期  

②妊娠20～30週  
③妊娠36または37週  

4）患者情報の交換   

①00病院における定期健診の結果は、助産所助産師に文書で（ファックス可）報  
告する。   

②助産所の健診についても、00病院産婦人科外来担当医師宛に、文書で（ファッ  
クス可）報告する。   

③分娩開始の兆候があった場合には、相互に連絡をとる。   
④助産所から00病院へ患者が移動する場合（又は逆の場合）には、必要な情報を  

速やかに提供する。   

5）登録患者の入院管理   
①ハイリスクの患者登録や、異常が認められ入院管理などの処置が必要と判断され  

るケースでは、担当医師、助産所助産師の間で意見の交換を行い、患者の了角葺を  
とった上で、最終的には医師の指示に従う。   

②助産所より00病院へ緊急搬送の必要が生じた場合には、00病院の担当医（又   
は当直医）へまず連絡をして医師より指示を受け、速やかに患者を00病院また  
は指示された医療機関へ搬送する。搬送の手段その他は、助産所で責任を持つ。  

（3助産所助産師は、担当医師、病棟科長の了解を得た上で、入院中の患者のケアを  
行うことができる。  

6）契約の解消  
上記内容に付き、契約内容が履行されない場合には、双方の話し合いの上で、契  

約を解消できる。  
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付  記   

1⊂ 契約対象助産師及び自宅分娩の場所  

緊急時を考慮し、契約する助産所及び自宅分娩の場所は、00病院へ患者を速やかに  

搬送できる距離の中にあるものとする。  

2。契約する助産所助産師  
00病院は、以下の点を考慮して助産所助産師と契約を結ぶ。   

1）妊娠。出産には母児の生命に対する危険性が常に潜んでおり、自宅分娩の限矧こ  

関する情報を患者に十分伝えて、同意を得ていること。  

2）その危険を避けるためには、あらかじめの入院、治療的処置が必要になることも  

あり得る。  
3）サーフローなどによる血管確保と点滴などの必要な処置が、医師の指示によって  

直ぐにできること。  

4）00病院で開かれる助産所助産師との定期的な勉強会に積極的に参加すること。  

3。入院中の該当患者に対する開業助産師の指導   

1）入院患者に開業助産師が指導する場合は、あらかじめ指導内容等について病棟助  

産師と打ら合わせを行っておく。  
2）病院で開業助産師が該当患者に行った指導、処置等についてはカルテに必ず記載  

する。  
3）指導、処置上に問題が生じた場合は、必ずケースカンファレンスを開き、助産所  

助産師と病院スタッフ（病棟助産師・外来助産師。主治医）の意思統一を行った  

上で、当該患者に対処する。  

4．00病院側の窓口  

本契約に関わる00病院側の窓口は、000産婦人科部長、000母性担当看護科  

とする。  

住  所  電話  

助産所名   氏名  

00病院  

院長  

年  月  日  
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協力医療機関について  

協力医療機関の有無について  

① あり 329か所  

② なし  33か所  

協力医療機関数別助産所数  

協力医療機関数   助産所数   

1 力＼所   69   

2 か 所   96   

3か所以上   164   

計   329   

協力医療機関の施設区分（病院・診療所）別助産所数  

施設区分（病院・診療所）   助産所数   

診療所のみ   46   

病 院 の み   149   

病院と診療所   134   

計   329   

＊ 平成15年12月 前記（社）日本助産師会調べ  
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助産所の嘱託医師制度g≡関する論点  

E問題意識】  

○ 自宅分娩がほとんどで医療機関の整備も途上にあった制度創設時代  

と大きく異なる現在、産科医療の安全性を高めるためには、助産所   

に嘱託医師の配置を義務付けるよりも、適切な医療機関との連携を図   

らせることとした方がよいのではないか。  

E現状】  

○ 医療法において、助産所は、嘱託医師を決めて置くことが義務付け   

られている。  

○ 産婦人科のしかるべき□属託医師の確保が困難な現状も指摘され、専   

門外の嘱託医師が選任されている例も見受けられる。  

○ 嘱託医師確保の困難から助産所開設への支障が生じているとの指摘   

もある。  

○ 助産所から他の医療機関へ転院。搬送される母体、新生児は分娩数   

の1割程度存在し、後方支援の医療機関の必要性は高い。なお、嘱託   

医師とは別に、後方支援を行う医療機関を予め選定している助産所も   

見られる。  

E問題となりうる点〕  

○ 専門外の嘱託医師が選任されている場合、本来期待されている機能   

が発揮できているのか疑問である。  

○ 緊急時の対応としては、、嘱託医師を経由するよりも、救急対応可能   

な医療機関に直接搬送することの万が望ましいのではないか。  
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C）検査の精度管理、＿ 高度な医療サービスの提供などの面で、．医師旧人   

には限界もあり、医療機関として組織的に後方支援を行う方が医療安   

全も高まるのではないか。  

○ 助産所の開設を支援する観点からも嘱託医師制度を見直すべきでは   

ないか。  

E論点】  

○ 現行規定は、医師の応招義務を前提とするものであり、そもそも必   

要なのかどうか考えるべきではないか。その上で、必要であるとする   

なら、医師個人に関する規定として存糸売すべきではないか。  

○ 制度の見直しについては、嘱託医師とは別に連携医療機関を設置す   

ることとするのか、嘱託医師と助産所と連携する医療機関との選択制   

を認めることとするのか、それとも連携医療機関に一本化するのか。  

○ 連携する医療機関としての要件を決めるのか、決めるとするとどの   

ような内容とすべきか。  

○ 連携する医療機関について、嘱託医師制度と同様、広告規制を含め、   

妊産婦等への情報提供を行わせるべきではないか。  

○ 妊産婦等の個人情報の保護、連携医療機関受診についての同意の確   

保についても検討すべきではないか。  

○ 産科医療の確保が重要な課題となっている中で、正常産を取り扱う   

ことができる助産師及び助産所について、産科医療の担い手の一つと   

しての役割がさらに積極的に果たせるように配慮していく必要がある   

のではないか。  
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